
１．大陸棚の範囲の画定

２００海里を超えた海底でも
一定の条件に該当すれば、
海底資源（鉱物資源、底魚
等）に関する主権的権利が
沿岸国に認められる。 海上保安庁水路部

（４月より海洋情報部）
において、昭和５８年
から測量・調査を推
進中

詳細な海底調査が必要
一定の条件に該当する
ことの科学的な証拠資
料を平成２１年までに国
連に提出し、審査を受け
ることが必要。

日本の東側、南側の海域で、最大
我が国の陸地面積の１．７倍の面
積が新たに大陸棚となる可能性有


